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令和５年 第８回 美濃市教育委員会定例会 会議録 

 

１ 会議の日時 

開会 令和５年７月２６日（水）午後 １時３０分 

   閉会 令和５年７月２６日（水）午後 ３時５５分 

 

２ 会議の場所 

   美濃市教育委員会 会議室 

 

３ 会議に出席した委員 

教育長          島田昌紀 

職務代理者        中島正憲  

   教育委員         長瀬秀子 

教育委員         別府徹也（保護者委員） 

教育委員         服部政美 

 

４ 議案説明のため出席した職員 

事務局長兼教育総務課長  髙橋保雄 

   学校教育課長       芝田純也 

   人づくり文化課長     曽貝和人 

 

５ 会議録記載のため出席した職員 

教育総務課長補佐     河合健成 

 

  

６ 会議の傍聴者 

０名 

 

７ 議事日程 

○島田教育長 

 ただいまから、令和５年第８回美濃市教育委員会定例会を開会します。 

 １学期が終わりましたが、大きな事故や事件、保護者からの強い要望等は特にあり

ませんでした。各学校で努力してくださった結果だと思います。そう思っていた矢先、

昨日美濃小学校の６年生の児童が下有知で車と接触したという事故がありました。接

触後にドライバーが声を掛けたようですが、本人が大丈夫ですと答えたため、ドライ

バーはそのまま行ってしまったということで、今日になってひき逃げ事案ということ

で報道がされたものです。本人は自分で自転車を引いて歩いて自宅へ帰ろうとしてい

たところ、たまたまそこに母親が通りかかり、病院に連れて行ったということです。
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先に病院に連れて行って、警察に連絡したのが事故直後ではありませんでした。遅い

時間であったため、昨日の間はこちらに連絡はありませんでした。今日になって事故

のことが分かりました。本人は今朝から士幌町体験交流事業で士幌へ向かいました。

元気がないとか、痛がっているとかいうこともなかったということです。本人の強い

希望で行きたいということでしたので、親も行って来いということになったそうです。 

 １学期中、教職員の病休が１名ありました。夏休み明けも分からないという状況で

す。 

 次に６月の不登校の状況についてですが、岐阜大学の加藤善一郎先生との連携につ

いて、ＮＨＫのニュースでも取り上げられ、注目度の高い取り組みをしていますが、

結果がすぐに出てくるわけではありません。データとしては、６月に７日間以上欠席

数した児童生徒は、小学校では昨年度の１３名から２６名、ちょうど倍になっていま

す。令和３年度が９名でしたので、増加傾向にあります。ただし、中学校については、

６月だけでみると令和４年度の９名から７名に、令和３年度は１３名でしたので、減

少傾向が見られます。 

不登校対策について、加藤先生の面談の予約については１０月まで予約が取れない

状況にあります。予約外でも、保護者説明会・講演会後に早速相談をされたり、他校

の説明会に出席して相談をされたりという事例も中にはあったようです。現時点で２

１名の保護者が相談または相談の予定があるということです。保護者の方が医者へ相

談するというハードルが下がったのではないかと思います。学校との相談をされた事

例が３０例あり、中には医療へつながり、定期的に通うようになったといったケース

等が９例あります。加藤先生との連携が進みつつあり、今後不登校が減ってくるとい

いと思います。 

 次にいじめの状況についてですが、６月に報告があったのは３件で少なかったので

すが、いじめの報告件数も増えています。ささいなことも捉えて報告にあがっている

という事情もありますし、子どものコミュニケーション力が落ちているということも

あるのではないかと思います。ふざけてやったことでも、相手が嫌だと思えばいじめ

なので、いじめとしてカウントしているということです。 

 次にここから始める未来の学校プロジェクトの進捗状況ですが、加藤先生からの講

演会はこれで全て終了しました。教職員向けの研修も先週２回目が行われました。加

藤先生のお話は教職員に響いていて、実際に隠れ校則－ドリル３回－といったものを

見直そうという動きが広がっています。 

 工藤勇一先生の講演会についても８月２日、９月６日を予定しており、その準備を

進めているところです。 

制服については、報道にあったようにチェック柄のものに決まりました。同じブレ

ザーでも男性用と女性用では形が違いますが、どちらでも着られるユニセックスのも

のになりました。姉のものを弟が着る、兄のものを妹が着るといったことが可能にな

るということを校長より聞いています。 

未来の美濃市の教育の検討について、６月に第１回の検討会が実施されました。そ
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の後、昭和中の生徒の聞き取りが７月２４日に行われました。美濃中は８月１０日に

行われる予定です。また、若手・中堅の教職員を対象とした意見の聞き取りも７月２

１日に行われています。今後、市民の意見の聞き取りという事で、美濃地区、牧谷地

区、大矢田・藍見地区の３地区に分かれて８月に意見交換会を行うこととしており、

市民アンケートを９月に実施する予定です。 

部活動の地域移行の検討については、８月２４日に美濃中学校の部活動の育成会長

会がありますので、現状分かっていることをお伝えすることと、ご要望等をお聞きす

る予定です。昭和中学校での実施は未定です。 

９月から１０月に地域移行の協議会を立ち上げ、詳細を詰めていく予定です。 

学校選択制については、連合ＰＴＡ役員会があった際に、青少年の健全育成に関す

る方々がいらっしゃり、次のように説明させていただきました。実施することは決ま

ったのかという意見も一部ありましたので、正式に決まったわけでもなく、アンケー

トも今後検討するためのアンケートであると説明しました。制服についてもＬＧＢＴ

等に配慮してということも当然ありますので、学校も家庭の事情であるとか本人の希

望であるとか、周りの人間関係であるとか、その子の特性であるとか、私たちには分

からない、当人や保護者が抱えた色々な情報があって、やむなく今行っている学校に

行っているという可能性もあり、それは私たちには伝わってきませんが、そういった

方に配慮できるような体制を整えるということも検討する価値はあると思いますの

で、そういった理由から検討を始めますよということをお伝えしました。もちろん、

何にも考えずに案はだせませんので、やるとしたらということで今までも考えてきま

したし、この場でもやりたいということをお話ししてきたところです。未就学児につ

いては期限がまだ先になりますし、学校を通じて集めたものも全員が提出されていま

せんので、大まかなところになりますが、学校選択制になったら学校を変わることを

考えているという回答が２０名程ありました。理由を聞く設問はありませんので事情

は分かりませんが、親が送り迎えをしてでもそういった要望があるということを感じ

たところです。 

地域学校共同本部については、何とか今年度中の立ち上げを目指して検討を進めて

いるところです。 

長くなりましたが以上です。 

 

〇島田教育長 

「諸般の報告」及び「教育委員会後援等名義使用許可」の状況については、報告等

を省略させていただき、議案集をご覧いただいた中でご質問等がございましたら、お

受けさせていただきます。いかがでしょうか。 

 

〇島田教育長 

ないようですので、日程に入ります。 

日程第１ 会議録署名委員の選出ですが、本日の会議録署名委員に服部委員を指名
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させていただきます。よろしくお願いします。 

 

〇島田教育長 

  次に、日程第２ 会期の決定ですが、本会議の会期は、本日１日間とします。 

 

〇島田教育長 

  日程第３ 議事に移ります。 

  最初に、議第１９号 「岐阜県教科用図書（美濃地区）の採択について」を議題と

します。教科書に関するものについては秘密会で、まだ公開が出来ない内容となって

います。美濃地区での採択という事で、採択に関わることについては 8 月 31 日まで

秘密となっていますので非公開とさせていただきます。 

 

秘密会のため非公開 

 

〇島田教育長 

  ここで秘密会を解除し、公開の会議とさせていただきます。 

 

〇島田教育長 

日程第４、報告事項に移ります。 

最初に報告事項１「令和５年第３回（６月）美濃市議会定例会における一般質問

（教育関係）」について、事務局からの報告を求めます。 

 

〇芝田学校教育課長 

  報告事項１「令和５年第３回（６月）美濃市議会定例会における一般質問（教育関

係）について」の学校教育課分につきまして報告させていただきます。 

  資料に基づいて報告 

 

〇曽貝人づくり文化課長 

  人づくり文化課分について説明させていただきます。 

  資料に基づいて報告 

 

〇芝田学校教育課長 

  学校教育課分につきまして報告させていただきます。 

  資料に基づいて報告 

 

〇島田教育長 

  ただいま、事務局から報告がありました、「報告事項１」について、ご意見、ご質

問等はありませんか。 
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〇島田教育長 

それでは次に、報告事項２「美濃市要保護及び準要保護児童生徒就学助成費の認定

等について」、事務局からの報告を求めます。 

 

〇髙橋教育総務課長 

  美濃市要保護及び準要保護児童生徒就学助成費の認定等について 

  資料に基づいて報告 

 

〇島田教育長 

  ただいま、事務局から報告がありました、「報告事項２」について、ご意見、ご質

問等はありませんか。 

 

○長瀬委員 

  就学援助費について、人数は少子化のこともあって減っているが、割合は高くなっ

たということですか。 

 

○髙橋教育総務課長 

  令和３年度が９.９パーセント、令和４年度が１１.５パーセント、令和５年度が１

０.４パーセントとなっています。前年度の収入で判定をいたしますので、コロナの

影響によって、収入が令和３年度は落ち込んだが令和４年度は戻ったといったことが

あるのではないかと思います。 

 

〇島田教育長 

それでは次に、報告事項３「社会教育活動」について、事務局からの報告を求めま

す。 

 

〇曽貝人づくり文化課長 

  社会教育活動について 

  資料に基づいて報告 

 

〇島田教育長 

  ただいま、事務局から報告がありました、「報告事項３」について、ご意見、ご質

問等はありませんか。 

 

〇島田教育長 

それでは次に、報告事項４「「清流の国ぎふ」文化祭２０２４について」、事務局か

らの報告を求めます。 
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〇曽貝人づくり文化課長 

  「清流の国ぎふ」文化祭２０２４について 

  資料に基づいて報告 

 

○島田教育長 

  ただいま、事務局から報告がありました「報告事項４」について、ご意見、ご質問

等はありませんか。 

 

〇島田教育長 

それでは次に、報告事項５「美濃市士幌町体験交流事業について」、事務局からの

報告を求めます。 

 

〇芝田学校教育課長 

  美濃市士幌町体験交流事業について 

  資料に基づいて報告 

 

○島田教育長 

  ただいま、事務局から報告がありました「報告事項５」について、ご意見、ご質問

等はありませんか。 

 

〇島田教育長 

以上で、本日提出しました全ての議事及び報告事項が終わりましたが、事務局から

他にありますか。 

それでは、会議はここまでとさせていただきます。委員の皆さまには、慎重なご審

議、ご協議を賜り、ありがとうございました。  

日程では以上でございますが、定例会の進め方等について、委員の皆さんからご意

見、ご質問等を受けさせていただきます。 

 

〇島田教育長 

  ない様ですので、ここまでとさせていただき、８月の令和５年第９回定例会の日程

について、事務局から説明させていただきます。 

 

〇高橋教育総務課長 

８月の定例会 

   ８月３０日（水）午後２時００分～  

中有知地域ふれあいセンター ２階会議室で調整 
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〇島田教育長 

それでは、８月の第９回定例会は８月３０日（水）午後２時００分から、中有知地

域ふれあいセンター ２階会議室で開催させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

以上をもちまして、令和５年第８回美濃市教育委員会定例会を閉会します。ありが

とうございました。 

 

 


